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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 住民税システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４ 1/1 住所、５宛名番号、６

行政・世帯番号、７続柄、８賦課年度、９異動情報、１０異動

区分、１１徴収区分、１２通知番号、１３旧自治体、１４異動

事由、１５異動日、１６済み期月、１７開始期月、１８資料区

分、１９特徴事業所、２０指定番号、２１整理番号、２２受給

者番号、２３所得の種類、２４収入金額、２５所得金額、２６

総合分総所得、２７合計所得、２８控除の種類、２９控除額、

３０所得控除合計、３１所得税の控除等、３２家屋敷課税、３

３未申告情報、３４専従者控除、３５専従配偶者、３６他の専

従者、３７確申青白区分、３８居住開始日、３９専給、４０配

偶者、４１扶養人数、４２保険料控除の内訳、４３本人該当事

項、４４所得税額、４５算出所得割額、４６調整控除額、４７

配当控除額、４８住宅借入金等特別控除額、４９寄附金税額控

除額、５０外国税額控除額、５１税額調整額、５２配当割・株

式等譲渡所得割、５３所得割額、５４均等割額、５５所得割減

免、５６均等割減免、５７控除不足額、５８充当額、５９充当

前年税額、６０充当後年税額、６１納付すべき額、６２徴収方

法、６３年金特徴本徴収、６４年金に係る税額、６５年金特徴

対象者情報、６６普徴期割額、６７納期限、６８給与特徴月割

額、６９年金特徴月割額、７０納期限、７１資料、７２資料番

号、７３事業所名、７４事業所所在地、７５収納状況、７６申

告書発送区分、７７口座情報、７８送付先情報、７９管理人登

録履歴情報、８０生活形態 

記録範囲 住民登録者及び住民登録外者 

記録情報の収集方法 

本人又は本人の代理人、行政機関・独立行政法人等（公的年金

等の支払者、国税庁、地方公共団体情報機構）、地方公共団体

（市区町村）、民間事業者（給与、報酬、配当、公的年金等の

支払者）、住民基本台帳システム、実施機関内の他部署、課税

資料 
要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 （名 称）伊勢崎市総務部総務課 



2 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 他市回送 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３宛名（送付先市区町村名）、４資料、

５発送日、６支払者、７資料番号 

記録範囲 住民登録外者 

記録情報の収集方法 地方公共団体（市区町村）、民間事業者（給与、報酬、配当、

公的年金等の支払者） 
要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体（市区町村） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 住控リスト（住宅借入金等特別控除対象者リスト） 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

１氏名（カナ）、２氏名（漢字）、３住所、４宛名番号、５居

住開始年月日、６特定取得、７消費税率、８コロナ特例、９取

得対価増改築、１０年末残高 

記録範囲 住宅借入金等特別控除を受ける者 

記録情報の収集方法 税務署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 公示送達 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３方書、４公示月、５宛名番号 

記録範囲 公示送達を受ける者、納税通知書発送前国外転出者 

記録情報の収集方法 返戻された税額通知書、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税課税事務を適正に行うため 

記録項目 

１所有者氏名、２所有者住所、３所有者性別、４所有者生年月

日、５所有者宛名番号、６所有者行政区・世帯番号、７使用者

氏名、８使用者住所、９使用者性別、１０使用者生年月日、１

１使用者宛名番号、１２使用者行政区・世帯番号、１３標識・

車両番号、１４車種、１５排気量、１６車台番号、１７車名、

１８年式、１９型式、２０型式認定番号、２１定置場住所、２

２申告事由、２３異動事由、２４申告年月日、２５基準日付、

２６取得年月日、２７廃車年月日、２８変更年月日、２９課税

保留事由、３０保留開始年月日、３１保留終了年月日、３２減

免事由名称、３３減免年月日、３４初度検査、３５通知書番

号、３６調定額、３７延滞金、３８督促手数料、３９口座情

報、４０送付先情報 

記録範囲 軽自動車税（種別割）の課税対象物件の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 本人、官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 



7 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 J-LIS 全車両情報 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税課税事務を適正に行うため 

記録項目 

１申請年月日、２車両番号、３車台番号、４所有者氏名、５所

有者住所、６使用者氏名、７使用者住所、８使用の本拠の位

置、９交付年月日、１０初度検査年月、１１車名、１２型式、

１３原動機型式、１４用途、１５自家用・事業用の別、１６車

体の形状、１７総排気量又は定格出力、１８燃料の種類、１９

型式指定番号、２０類別区分番号、２１乗車定員、２２最大積

載量、２３車両重量、２４長さ、２５幅、２６高さ、２７軸

重、２８有効期間の満了する日、２９抹消届出年月日、３０燃

費基準達成車情報コード、３１排出ガス適合コード、３２その

他検査事項等コード、３３重課判定情報、３４軽課判定情報 

記録範囲 軽自動車検査協会に届出された、三輪以上の軽自動車の所有者

及び使用者 

記録情報の収集方法 J-LIS より提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 
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備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 J-LIS 更新情報 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税課税事務を適正に行うため 

記録項目 

１申請年月日、２車両番号、３車台番号、４所有者氏名、５所

有者住所、６使用者氏名、７使用者住所、８使用の本拠の位

置、９交付年月日、１０初度検査年月、１１車名、１２型式、

１３原動機型式、１４用途、１５自家用・事業用の別、１６車

体の形状、１７総排気量又は定格出力、１８燃料の種類、１９

型式指定番号、２０類別区分番号、２１乗車定員、２２最大積

載量、２３車両重量、２４長さ、２５幅、２６高さ、２７軸

重、２８有効期間の満了する日、２９抹消届出年月日、３０燃

費基準達成車情報コード、３１排出ガス適合コード、３２その

他検査事項等コード、３３重課判定情報、３４軽課判定情報 

記録範囲 指定の期間内に自動車検査協会に届出された、三輪以上の軽自

動車の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 J-LIS より提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 
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備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 軽 OSS 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 
電子化された軽自動車税の申告情報と電子化された車検証情報

を市に連携することで、軽自動車税関係手続に係る業務の効率

化を図るため 

記録項目 

①軽自動車税種別割申告書 
１受付番号、２様式 ID、３ファイルバージョン、４手続種別

ID、５申告区分、６取得原因、７車両番号、８納税義務者フラ

グ、９所有者郵便番号、１０所有者住所、１１所有者氏名、１

２所有者生年月日、１３所有者電話番号、１４使用者郵便番

号、１５使用者住所、１６使用者氏名、１７使用者生年月日、

１８使用者電話番号、１９旧所有者住所、２０旧所有者氏名、

２１旧使用者住所、２２旧使用者氏名、２３旧車両番号、２４

交付年月日、２５初度検査年月、２６用途、２７自動車の種

別、２８自家用事業用の別、２９車体の形状、３０車体の形状

コード、３１車名、３２車名コード、３３型式、３４乗車定

員、３５最大積載量、３６車両重量、３７車両総重量、３８車

台番号、３９類別区分番号、４０原動機の型式、４１長さ、４

２幅、４３高さ、４４総排気量又は定格出力、４５燃料の種

類、４６有効期間満了日、４７主たる定置場住所、４８全国地

方公共団体コード、４９旧主たる定置場、５０所有形態、５１

関わる者住所、５２関わる者氏名、５３関わる者電話番号、５

４種別割税率特例、５５申告年月日、５６メモ欄 
 

②軽自動車税環境性能割申告書 
１受付番号、２様式 ID、３ファイルバージョン、４手続種別

ID、５申告区分、６取得原因、７課税区分、８非課税等コード

_環境性能割、９車両番号、１０納税義務者フラグ、１１所有

者郵便番号、１２所有者住所、１３所有者氏名、１４所有者生

年月日、１５所有者電話番号、１６使用者郵便番号、１７使用

者住所、１８使用者氏名、１９使用者生年月日、２０使用者電

話番号、２１旧所有者住所、２２旧所有者氏名、２３旧使用者

住所、２４旧使用者氏名、２５旧車両番号、２６交付年月日、

２７初度検査年月、２８用途、２９自動車の種別、３０自家用

事業用の別、３１車体の形状、３２車体の形状コード、３３車

名、３４車名コード、３５型式、３６乗車定員、３７最大積載

量、３８車両重量、３９車両総重量、４０車台番号、４１類別

区分番号、４２原動機の型式、４３長さ、４４幅、４５高さ、

４６総排気量又は定格出力、４７燃料の種類、４８有効期間満

了日、４９車両本体価額、５０付加物価額、５１付加物内訳名

称、５２課税標準額、５３税率、５４環境性能割納付額、５５

環境性能割税率区分、５６燃費、５７変速装置、５８構造、５

９主たる定置場住所、６０全国地方公共団体コード、６１旧主

たる定置場、６２古物商許可番号、６３取得前の用途、６４年

数、６５所有形態、６６関わる者住所、６７関わる者氏名、６

８関わる者電話番号、６９申告年月日、７０メモ欄 
 

③自動車検査証 
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１受付番号、２様式 ID、３ファイルバージョン、４手続種別

ID、５軽自動車検査協会ラベル、６車両番号、７交付年月日、

８初度検査年月、９自動車の種別、１０用途、１１自家用事業

用の別、１２車体の形状、１３車体の形状コード、１４車台番

号、１５乗車定員、１６最大積載量、１７車両重量、１８車両

総重量、１９長さ、２０幅、２１高さ、２２車名、２３車名

コード、２４型式、２５原動機の型式、２６燃料の種類、２７

総排気量又は定格出力、２８前軸重、２９後軸重、３０型式指

定番号、３１類別区分番号、３２使用者氏名又は名称、３３使

用者住所、３４所有者氏名又は名称、３５所有者住所、３６使

用の本拠の位置住所、３７有効期間満了日、３８備考、３９グ

リーン税制関連情報 

記録範囲 軽 OSS で新車購入時の軽自動車保有関係手続をした、三輪以上

の軽自動車の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 軽 OSS連携システムから連携 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 貸与簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 自動車臨時運行許可事務における許可証の発行処理ならびに臨

時運行許可番号標番号の管理のため 

記録項目 

１申請日、２許可番号、３臨時運行許可番号標番号、４貸し出

し者氏名、５住所、６車名、７形状、８車台番号、９運行の目

的、１０運行の経路、１１有効期間、１２貸し出し枚数、１３

返却日 

記録範囲 自動車臨時運行許可申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 申請者及び代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 県税事務所、警察署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
要配慮個人情報については、法人や市外の人も含め、申請書に

記載された項目内容を表計算ソフトに入力し管理しているため

確認はできない。 
作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 諸証明請求者一覧 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 郵便により申請された所得や課税に関する税証明書等の発行業

務および手数料処理等のため 

記録項目 

１申請日、２宛名番号、３氏名、４証明書等の種類・年度等・

件数、５手数料合計金額 

記録範囲 郵便により所得や課税に関する税証明書等の申請のあった者 

記録情報の収集方法 申請者及び代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民税課】 

個人情報ファイルの名称 法人市町村民税システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 財政部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税賦課事務を行うため 

記録項目 

１宛名番号、２本店名称、３郵便番号、４電話番号、５本店所

在地、６代表者氏名、７法人区分、８税率等、９分割区分、 

１０決算期、１１事業種目、１２通産法人区分、１３資本金、

１４資本金・準備金、１５資本金等の額、１６分割全従業者

数、１７税率適用従業者数、１８均等割額、１９法人税割額 

記録範囲 伊勢崎市内に事務所または事業所および寮がある法人 

記録情報の収集方法 法人からの届出、行政機関等（国税庁、地方自治体） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署、群馬県、他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１５日 


